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町名地番整理に伴う住所の表示について（お知らせ） 

 

日頃より市政にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

また、令和３年 7月 22日に予定されております新井・石田地区地番整理につきましてもご協

力いただきまして、重ねてお礼申し上げます。 

さて、今回の地番整理事務において担当課(都市計画課)が実地調査を行ったところ、あなたさ

まの世帯の住所(住民登録)と、土地の地番が下記のとおり異なっていることが判明いたしました。 

通常、住所と土地の地番が異なる場合、住所を土地の地番と一致させるため、住所修正のお申

し出をいただいておりますが、7月 22日の町名地番整理により、住所と土地の地番は一致する

ように修正されます。 

ただし、現在の住所を、現在の土地の地番へ修正をご希望される場合は、あなたさまからのお

届けが必要となります。お手数ですが令和 3 年 7 月 2 日（金）までに下記の問い合わせ先まで

ご連絡ください。 

 

記 

 

①  現在の住所（住民登録）                             

② 現在の土地の地番                             

③ 町名地番整理後の住所                             

 

【住所の変更について】 

※町名地番整理より前に、①を②に訂正したい場合のみご連絡ください。訂正の有無 

にかかわらず、7月 22日以降は住所、地番ともに③になります。（住所の表示には 

「番地の」、地番の表示には「番」を使用しています。） 

 

【本籍の表示について】 

※本籍地が住所と同一の場合は、本籍地の表示も③となります。 

ただし、本籍地が住所と同一でも、住所①を②に訂正した場合は、本籍の表示が住所の表示

と同じにはなりません。住所の表示と同一にする場合は「転籍届」が必要となります。 

  

     

≪問い合わせ先≫ 

◆住所の変更について 

  七生支所    ：042-591-7712 ［担当］加藤、大和田、杢代 

市民窓口課窓口係：042-514-8206 ［担当］高橋、山岸、西村 

◆本籍の表示について 

市民窓口課戸籍係：042-514-8219 ［担当］石坂、荒井、小田嶋 


